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◎新潟県選挙管理委員会告示第17号 

公職選挙法（昭和25年法律第100号）第161条第１項第３号の規定により個人演説会等を開催することのできる

施設について、新発田市選挙管理委員会から、次のとおり指定、指定内容の異動及び指定の取消しがあった旨の

報告があった。 

令和５年２月28日 

新潟県選挙管理委員会 

   委員長  天井 貞 

 

１ 指定した施設     

施設の名称 施設の所在地 種別 面積（㎡） 指定年月日 

東豊コミュニティ防

災センター 

新発田市豊町４丁目

８番30号 

多目的ホール 

研修室３・４ 

273.00 

98.00 

令和４年11月11日 

 

２ 指定内容に異動のあった施設 

施設の名称 施設の所在地 種別 面積（㎡） 
指定内容 

異動年月日 

新発田市隣保館 新発田市住吉町２丁

目３番28号 

会議室 

（旧 教養娯楽室Ⅰ・

Ⅱ） 

研修室 

（旧 研修室・会議室） 

49.60 

 

 

99.30 

令和４年11月11日 

住吉コミュニティセ

ンター 

新発田市住吉町５丁

目４番25号 

会議室１・２ 

（旧 会議室（１）・

（２）） 

90.50 令和４年11月11日 

五十公野コミュニテ

ィセンター 

新発田市五十公野

4930番地１ 

多目的ホール１ 

（旧 多目的ホール） 

233.07 令和４年11月11日 

 

３ 指定を取り消した施設 

施設の名称 施設の所在地 種別 面積（㎡） 指定取消年月日 

豊町ふれあいコミュ

ニティセンター 

新発田市豊町４丁目

８番29号 

多目的ホール 

会議室（大） 

99.37 

49.68 

令和４年11月11日 

 


